
2003.JULY 24［時の動き］

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日
に
金
融
庁
か
ら
「
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
バ
ン
キ
ン
グ
の
機
能
強
化
に
関
す
る
ア

ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
金
融
審
議
会
金
融
分
科
会
第
二
部
会
報
告
「
リ
レ
ー

シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
バ
ン
キ
ン
グ
の
機
能
強
化
に
向
け
て
」
の
提
言
に
沿
っ
て
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。
平

成
十
六
年
度
ま
で
の
二
年
間
を
中
小
・
地
域
金
融
機
関
の「
集
中
改
善
期
間
」
と
位
置
づ
け
、
中
小
企
業
の
再

生
と
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
り
、
不
良
債
権
問
題
も
同
時
に
解
決
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

考
え
ら
れ
ま
す
。
営
業
地
域
が
限
定
さ

れ
て
い
る
た
め
、
業
務
区
域
内
の
顧
客

と
の
間
で
密
接
な
関
係
、
長
期
継
続
的

な
フ
ェ
イ
ス
・
ト
ゥ
ー
・
フ
ェ
イ
ス
の
関
係

を
築
く
の
が
容
易
で
あ
る
か
ら
で
す
。

デ
フ
レ
不
況
が
長
期
化
し
、
多
く
の

中
小
企
業
で
は
、
地
価
下
落
に
よ
る
担

保
価
値
の
減
少
や
個
人
保
証
の
限
界
な

ど
に
よ
っ
て
資
金
繰
り
に
苦
し
ん
で
い

ま
す
。

一
方
、
中
小
・
地
域
金
融
機
関
を
み

る
と
、
収
益
力
・
財
務
体
質
が
低
下
し
、

事
業
の
将
来
性
を
十
分
に
評
価
し
な
い

で
、
担
保
や
保
証
に
過
度
に
依
存
す
る

な
ど
、
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
バ
ン
キ
ン
グ

の
本
来
の
在
り
方
か
ら
乖か
い

離り

し
て
い
る

面
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
小
企
業
を
再
生
し
て
地
域
経
済
の

活
性
化
を
図
る
と
と
も
に
、
中
小
・
地

域
金
融
機
関
が
抱
え
て
い
る
不
良
債
権

問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
リ
レ
ー

シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
バ
ン
キ
ン
グ
の
長
期
に
わ

た
る
持
続
可
能
性（
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

ー
）を
い
か
に
確
保
す
る
か
が
大
き
な
鍵か
ぎ

で
す
。

中中中中小小小小企企企企業業業業金金金金融融融融のののの再再再再生生生生をををを目目目目指指指指すすすす
アアアアククククシシシショョョョンンンンププププロロロロググググララララムムムム（（（（行行行行動動動動計計計計画画画画））））をををを発発発発表表表表

中小・地域金融機関のリレーションシップバンキングの
機能強化に向けて

「
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
バ
ン
キ
ン
グ
」

と
は
、
金
融
機
関
が
顧
客
と
の
間
で
親

密
な
関
係
を
長
く
維
持
す
る
こ
と
に
よ

り
、
顧
客
に
関
す
る
情
報
を
蓄
積
し
、

こ
の
情
報
を
基
に
貸
出
し
な
ど
の
金
融

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う
こ
と
で
展
開

す
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
指
し
ま
す
。
主

に
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
期
待
さ
れ

ま
す
。

①
貸
出
し
に
当
た
っ
て
の
審
査
コ
ス
ト

な
ど
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

金
融
の
円
滑
化
が
図
ら
れ
る
。

②
信
用
リ
ス
ク
を
適
切
に
反
映
し
た
貸

出
し
の
実
施
や
借
り
手
の
業
績
が
悪

化
し
た
場
合
の
適
切
な
再
生
支
援
な

ど
に
よ
り
、
貸
し
手
、
借
り
手
双
方

の
健
全
性
の
確
保
が
図
ら
れ
る
。

リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
バ
ン
キ
ン
グ
の
中

心
的
な
担
い
手
と
し
て
は
、
中
小
・
地
域

金
融
機
関
―
―
地
方
銀
行
、
第
二
地
方

銀
行
、
信
用
金
庫
、
信
用
組
合
な
ど
が

リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
バ
ン
キ
ン
グ
の

機
能
強
化
の
必
要
性

中
小
企
業
の
再
生
に
欠
か
せ
な
い

中
小
・
地
域
金
融
機
関

１

中
小
企
業
の
経
営
状
態
に
対
応
し

た
支
援

①
創
業
・
新
事
業
へ
の
支
援
の
強
化

創
業
企
業
の
中
小
・
地
域
金
融
機
関
に

対
す
る
ニ
ー
ズ
と
し
て
は
、
資
金
供
給
者

と
し
て
の
役
割
と
事
業
展
開
に
役
立
つ
情

報
の
提
供
者
と
し
て
の
二
つ
の
役
割
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
中
小
・
地
域
金

融
機
関
は
、
事
業
の
将
来
性
や
技
術
力
を

的
確
に
評
価
で
き
る「
目
利
き
研
修
」
を

実
施
し
、
将
来
性
の
あ
る
事
業
に
対
し
て

リ
ス
ク
に
応
じ
た
融
資
を
行
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん（
融
資
審
査
能
力
の
向

上
）。
ま
た
、
新
規
事
業
に
対
し
て
は
、
取

引
上
ニ
ー
ズ
の
あ
る
他
の
事
業
者
を
紹
介

す
る
な
ど
の
支
援
サ
ー
ビ
ス（
起
業
相
談

能
力
の
向
上
）や
様
々
な
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン

ド
の
活
用
な
ど
も
必
要
で
す
。

②
成
長
期
・
安
定
期
の
企
業
に
対
す
る
支

援
機
能
の
強
化

成
長
期
・
安
定
期
の
企
業
に
と
っ
て
、
中

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

概
要

中
小
企
業
に
対
す
る
金
融
の
健
全
化
に

向
け
て
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小
・
地
域
金
融
機
関
は
資
金
供
給
者
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
な
る
成
長
機
会
を

得
る
た
め
の
情
報
の
提
供
者
で
も
あ
り
ま

す
。
経
営
情
報
や
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ
情

報
を
提
供
す
る
仕
組
み
を
整
備
し
、
中

小
企
業
に
対
す
る
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
機
能

（
経
営
相
談
機
能
の
強
化
）と
情
報
提
供

機
能
を
強
化
し
て
い
き
ま
す
。

③
早
期
事
業
再
生
に
向
け
た
積
極
的
取

組中
小
・
地
域
金
融
機
関
が
業
績
の
悪
化

し
て
い
る
企
業
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、

リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
か
ら
得
ら
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
な
る
べ
く
早
い
時
期
に
再

生
可
能
な
事
業
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を

れ
る
情
報
を
有
効
に
活
用
し
て
、
適
切
な

リ
ス
ク
管
理
を
行
い
、
金
融
を
円
滑
に
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

現
在
、
こ
れ
ら
の
金
融
機
関
の
融
資
は
、

担
保
や
保
証
の
確
保
に
重
点
が
置
か
れ
、

信
用
リ
ス
ク
の
測
定
や
事
後
の
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
を
十
分
に
行
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で

す
。
事
業
か
ら
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
重

視
し
、
担
保
・
保
証
に
依
存
し
な
い
融
資

を
促
進
す
る
た
め
に
、
各
金
融
機
関
に
は

ロ
ー
ン
レ
ビ
ュ
ー
の
徹
底
や
ス
コ
ア
リ
ン
グ
モ

デ
ル（
定
量
的
評
価
）の
活
用
な
ど
が
求
め

ら
れ
ま
す
。

３

地
域
貢
献
に
つ
い
て
の
情
報
を
開

示
今
後
、
中
小
・
地
域
金
融
機
関
が
健
全

性
を
確
保
し
な
が
ら
適
切
な
地
域
貢
献

に
よ
っ
て
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
バ
ン
キ
ン
グ

の
機
能
を
強
化
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ

れ
ら
の
金
融
機
関
が
果
た
す
地
域
貢
献

に
つ
い
て
情
報
を
開
示
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
す
。
例
え
ば
、
地
域
に
お
け
る
融

資
の
実
態
、
地
域
貢
献
の
取
組
に
関
す
る

情
報
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
利

用
者
が
こ
れ
ら
の
銀
行
の
活
動
を
評
価
す

る
際
に
も
活
用
さ
れ
る
た
め
、
地
域
に
密

着
し
た
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
機
能
の
強
化

に
つ
な
が
り
ま
す
。

４

中
小
・
地
域
金
融
機
関
の
実
態
に

即
し
た
監
督
、
検
査
体
制
の
構
築

現
在
の
金
融
行
政
の
根
幹
を
な
す
も

の
と
し
て
、
早
期
是
正
措
置
と
早
期
警
戒

制
度
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。
前
者
は
自
己

資
本
比
率
に
基
づ
い
て
、
後
者
は
収
益
性
、

流
動
性
、
安
定
性
と
い
う
三
つ
の
リ
ス
ク
に

着
目
し
て
、
経
営
が
悪
化
し
た
金
融
機
関

に
対
し
て
業
務
改
善
・
業
務
停
止
命
令
を

出
し
、
早
期
に
再
建
・
処
理
す
る
制
度
で

す
。
し
か
し
、
中
小
・
地
域
金
融
機
関
の

業
務
の
特
性
や
期
待
さ
れ
る
役
割
を
踏

ま
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
早
期
是
正
措
置

や
早
期
警
戒
制
度
が
視
野
に
入
れ
て
い
る

領
域
だ
け
で
な
く
、コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ

ン
ス（
企
業
統
治
）や
地
域
貢
献
な
ど
の
観

点
も
取
り
入
れ
た
、
よ
り
多
面
的
な
評

価
に
基
づ
く
総
合
的
な
監
督
体
系
の
構

築
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

＊

＊

＊

各
金
融
機
関
は
、
平
成
十
五
年
八
月

末
ま
で
に「
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
バ
ン
キ
ン

グ
の
機
能
強
化
計
画（
計
画
期
間
平
成
十

五
〜
十
六
年
度
）」
を
策
定
し
ま
す
。
平

成
十
六
年
度
ま
で
の「
集
中
改
善
期
間
」

内
に
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
バ
ン
キ
ン
グ
の
機

能
を
強
化
す
る
た
め
で
す
。
計
画
が
着

実
に
実
施
に
移
さ
れ
る
よ
う
に
、
金
融
庁

で
は
計
画
策
定
後
は
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ（
事

後
点
検
）に
努
め
て
い
き
ま
す
。

（
資
料
提
供
・
金
融
庁
）

●
問
い
合
わ
せ
先
　

金
融
庁
総
務
企
画
局
企
画
課

電
話
0
3
‐
３
５
０
６
‐
６
０
０
０

内
線
３
６
２
３

見
極
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
れ
ら
の

金
融
機
関
の
中
に
は
、
既
に
中
小
企
業
診

断
士
な
ど
中
小
企
業
支
援
に
つ
い
て
専
門

的
な
知
識
を
身
に
つ
け
た
人
材
を
養
成

し
、
借
り
手
企
業
の
早
期
再
生
を
支
援

す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
し
て
成
果
を
上

げ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
今
後
、
こ

の
よ
う
な
取
組
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、

民
事
再
生
法
や
産
業
再
生
機
構
な
ど
も

活
用
し
て
い
き
ま
す
。

２

貸
出
条
件
の
見
直
し
と
健
全
な
融

資
慣
行
の
確
立

リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
バ
ン
キ
ン
グ
の
機
能

を
強
化
す
る
た
め
に
は
、
中
小
・
地
域
金

融
機
関
が
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
か
ら
得
ら

●問い合わせ先　

金融庁監督局銀行第二課

金融庁監督局総務課

協同組織金融室

電話 03-3506-6000（代）

金融庁ホームページ

http://www.fsa.go.jp

リレーションシップバンキングの機能強化に関する
アクションプログラム（基本的考え方）
中小・地域金融機関の不良債権問題の解決に向けた

中小企業金融の再生と持続可能性（サステナビリティー）の確保

金融再生プログラム（平成14年10月30日公表）
「中小・地域金融機関※の不良債権処理については、主要行とは異なる特性を有するリレー
ションシップバンキングのあり方を多面的な尺度から検討した上で、平成14年度内を目途
にアクションプログラムを策定する」 ※地方銀行、第二地方銀行、信用金庫及び信用組合

金融審議会・金融分科会・第二部会報告『リレーションシップバンキングの機能
強化に向けて』（平成15年3月27日公表）
［中小・地域金融機関の不良債権の特性を踏まえた処理の推進］
・地域の中小企業とのリスクの共同管理やコストの共同負担を通じて、借り手と貸し手双
方の健全性を確保し、リレーションシップバンキングの持続可能性（サステナビリティー）
を保持していくことが基本
・不良債権処理は、地域経済に与える影響を念頭に置きつつ、貸し手、借り手双方が十分
に納得のいく形で進められる必要
・適切な償却・引当により金融機関の健全性を確保しつつ、一定期間内に不良債権処理の
体制整備を含むリレーションシップバンキングの機能強化に向けた具体策を実施するこ
とを基本に据えることが適当。具体的には、平成16年度までの2年間を地域金融に関
する「集中改善期間」とした上で、中小企業の再生と地域経済の活性化を図るための各
種の取組を進めることによって、不良債権問題も解決していくことが適当

アクションプログラム
平成15～16年度の2年間（「集中改善期間」）に、リレーションシップバンキングの機能強化を図る

各金融機関は本年8月末までに「リレーションシップバンキングの機能強化計画」を提出。
半期ごとに実施状況を金融庁がフォローアップし、とりまとめて公表

中小企業金融再生に向けた取組
1. 創業・新事業支援機能等の強化
2. 取引先企業に対する経営相談・支援機能
の強化

3. 早期事業再生に向けた積極的取組
4. 新しい中小企業金融への取組の強化
5. 顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処
理機能の強化

6. 進捗状況の公表（各金融機関・業界で半
期ごとに公表）

健全性確保、収益性向上等に向けた取組
1. 資産査定、信用リスク管理の厳格化
2. 収益管理態勢の整備と収益力の向上
3. ガバナンスの強化
4. 地域貢献に関する情報開示等
5. 法令等遵守（コンプライアンス）
6. 地域の金融システムの安定性確保
7. 監督、検査体制




